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高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
の
申
請
受
付
が
始
ま
り
ま
す

加入している医療保険
( 問い合わせ先 )

申請に関すること

国民健康保険
( 国保年金係☎ 63-1327) 　対象世帯には申請通知が送付される予定です。 その中に申請に関する

ことが記載されていますので、 それに従って申請してください。後期高齢者医療制度
（高齢者医療係☎ 63-1420）

その他の医療保険
( 各医療保険の窓口 )

　申請に関することは各医療保険の窓口にお問い合わせください。

　なお、 申請の際に介護保険自己負担額証明書の添付が必要となります

ので、 介護保険係で証明書の交付申請を行ってください。 証明書の交付

は来年 2 月からの予定です。

【介護保険自己負担証明書の交付申請に必要なもの】 ①印鑑 （認印可）

②預金通帳　③医療保険の被保険者証　④介護保険の被保険者証

★申請窓口　　　　　介護保険を利用した人が 7 月 31 日時点で加入している医療保険の窓口

★申請開始時期

●計算される期間

　毎年 8 月～翌年 7 月までの 12 カ月間

（今回は制度開始初年度のため、 平成 20 年 4 月～平成 21 年 7 月まで

の 16 カ月間）

●合算の対象となる世帯

　医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯 （計算期間内に

亡くなった人の代理申請も可能です）

●合算される医療保険　　介護保険を利用した人の医療保険と同じ医療

保険 （異なる医療保険の場合は合算されません）

●計算されない経費

　①入院 ・ 入所時の食費 ・ 部屋代 ・ 日常生活品費

　②介護保険での福祉用具購入費 ・ 住宅改修費

　③要介護状態区分別の支給限度額を超えて介護サービスを利用された

　　ときの自己負担額

　④ 70 歳未満の人の医療費のうち、 入院 ・ 外来 ・ 調剤それぞれ 21,000

　　 円未満 （月単位） の自己負担額

●支給対象となる世帯

　限度額を超えた金額が 500 円を超える世帯

　

現
在
、
み
な
さ
ん
が
医
療
保
険
や
介
護
保
険
を
利
用
し
自
己
負
担
額
が
高
額
に

な
っ
た
場
合
、
医
療
保
険
で
は
高
額
療
養
費
制
度
、
介
護
保
険
で
は
高
額
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
制
度
に
よ
り
、
個
人
の
限
度
額

（
月
単
位
）
を
超
え
た
金
額
が
支
給
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
支
給
を
受
け
て
も
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
治
療
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
場
合
、
家
計
の
負
担
は
重
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

高
額
医
療

・
高
額
介
護
合
算
制
度
と
は
、
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担

額
を
合
算
し
て
、
新
た
に
設
け
ら
れ
た
世
帯
の
限
度
額

（
年
単
位
）
を
超
え
た
金

額
が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

介護保険高額介護

サービス費
申請はお済みですか？

　

介
護
保
険
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

と
は
、
自
己
負
担
額
が
個
人
の
限

度
額

（
月
単
位
）
を
超
え
た
金
額

が
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　

介
護
保
険
要
介
護
認
定
の
結
果

通
知
を
送
付
す
る
と
き
に
、
介
護

保
険
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
申

請
の
お
知
ら
せ

（ピ
ン
ク
色
）
を
同

封
し
て
い
ま
す
が
、
申
請
し
て
い
な

い
人
も
い
ま
す
。

　

計
算
は
２
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
、
世
帯
合
算
も
行
わ
れ
ま
す
の

で
、
ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
人
は

早
め
の
申
請
を
お
勧
め
し
ま
す
。

◆
申
請
時
に
必
要
な
も
の

　

①
印
鑑

（認
印
可
）

　

②
預
金
通
帳

　

③
介
護
保
険
の
被
保
険
者
証

[

問]　

介
護
保
険
係

☎
63
・
１
４
１
８

( ※介護保険自己負担額証
明書に関する問い合わせ…
介護保険係☎ 63-1418)
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くらしの情報

《
子
育
て
応
援
特
別
手
当
（
平
成
21
年
度
版
）

が
執
行
停
止
に
な
り
ま
し
た
》

　
　

支
給
対
象
者
の
み
な
さ
ま
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
21
年
10
月
15
日

厚
生
労
働
大
臣　

長
妻　

昭　

お
詫
び

子
育
て
応
援
特
別
手
当

（
平
成
21
年
度
版
）
の
執
行
停
止
に
つ
い
て

　

皆
様
に
、
お
詫
び
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。
子
育
て
応
援
特
別
手
当

（
平
成
21
年
度
版
）
に
関
し
ま
し
て
、

そ
の
趣
旨
を
活
か
し
つ
つ
、
よ
り
充
実
し
た
新
し
い

「
子
ど
も
手
当
」

の
創
設
な
ど
、
子
育
て
支
援
策
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
執
行
を

停
止
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
子
育
て
応
援
特
別
手
当

（
平
成
21
年
度
版
）
で
は
、
本
年
度

に
お
い
て
小
学
校
就
学
前
３
年
間
に
属
す
る
お
子
様
一
人
あ
た
り
、

３
万
６
千
円
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

支
給
対
象
者
の
皆
様
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
大
変
な
ご
迷
惑
を

お
か
け
い
た
し
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
育
て
ら
れ
る
社

会
の
構
築
に
向
け
て
、
よ
り
一
層
の
努
力
を
続
け
て
ま
い
る
所
存
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
ご
指
導
を
賜
り
ま
す
よ
う
何
卒
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

[

問]　

福
祉
課
☎
63
・
１
４
１
７

平成 21 年度
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

　平成 18 年 6 月に法律が施行さ

れ、 毎年 12 月 10 日から 16 日ま

でが 「北朝鮮人権侵害問題啓発

週間」 と定められました。 政府認

定拉致被害者である本県出身の

松木薫さんや多くの被害者 ・ 家族

の方々の苦しみは今も続いていま

す。 本県では、 県民の皆さんにこ

の問題についての関心と認識を深

めていただくため、 同週間を中心

に写真パネル展や講演会などさま

ざまな啓発事業を行う予定です。

[ 問 ] 県観光交流国際課国際交

流室　☎ 096-333-2157

く
ら
し
の
情
報

　

市
内
各
地
で
、
宅
地
内
の
下

水
管
の
清
掃
や
点
検
を
市
か
ら

委
託
さ
れ
た
と
し
て
、
高
額
な

値
段
で
訪
問
す
る
業
者
が
多
く

出
回
っ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
業

者
に
下
水
管
の
清
掃
や
点
検
を

委
託
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

下
水
管
の
清
掃
に
つ
い
て
は
、

一
般
住
宅
で
使
用
者

（
ま
た
は

管
理
者
）
に
台
所
用
の
た
め
マ
ス

を
月
１
回
程
度
、
不
要
に
な
っ
た

お
玉
な
ど
で
す
く
い
取
っ
て
も
ら

え
れ
ば
下
水
管
の
清
掃
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
清
掃
を
怠
る

と
油
分
が
固
形
化
し
、
下
水
管

の
詰
ま
り
の
原
因
に
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

[

問]
下
水
道
課　

☎
64
・
２
７
０
０

下
水
道
を
お
使
い
の
皆
さ
ん
へ

下
水
管
清
掃
、
点
検
の
訪
問

業
者
に
ご
注
意
を
！

犬
を
飼
っ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

管
理
と
マ
ナ
ー
を
徹
底
し

ま
し
ょ
う
！

　

大
型
犬
に
咬
ま
れ
て
亡
く
な
る

事
故
が
、
本
年
10
月
に
福
岡
県

内
に
お
い
て
発
生
し
ま
し
た
。

　

大
型
犬
に
咬
ま
れ
る
と
、
重

大
事
故
に
な
る
可
能
性
が
高
く
、

厳
重
な
管
理
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
飼
い
主
の
管
理
や
マ
ナ

ー
不
足
に
よ
る
、
迷
子
犬
、
犬

の
放
し
飼
い
お
よ
び
フ
ン
の
放
置

に
対
す
る
苦
情
が
多
数
あ
り
ま

す
。

　

犬
は
、
人
へ
危
害
を
加
え
な
い

よ
う
に
、
常
に
つ
な
い
で
飼
う
か
、

き
ち
ん
と
檻
に
入
れ
て
飼
っ
て
く

だ
さ
い
。

※
首
輪
や
鎖
は
消
耗
品
で
す
、

古
く
な
っ
て
壊
れ
る
前
に
取
り
替

え
て
く
だ
さ
い
。

　

ル
ー
ル
を
守
り
正
し
い
飼
い
方

を
す
る
の
が
、
飼
い
主
の
義
務
で

す
。

※
犬
を
散
歩
さ
せ
る
と
き
は
、

引
き
綱
を
つ
け
フ
ン
の
後
始
末
を

必
ず
し
ま
し
ょ
う
。

　

フ
ン
の
後
始
末
や
放
し
飼
い
注

意
の
マ
ナ
ー
プ
レ
ー
ト
を
用
意
し

て
い
ま
す
。
地
域
で
必
要
な
所

は
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

[

問]

環
境
保
全
課
環
境
業
務

係
☎
63
・
１
３
７
０

差
押
不
動
産
の
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
公
売
を
行
い
ま
す

　

滞
納
処
分
に
よ
り
差
押
え
た

不
動
産
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

公
売
を
利
用
し
て
売
却
し
ま
す
。

公
売
に
参
加
す
る
に
は
、
事

前
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http
://

k
o
u
b
a
i.a

u
c
tio

n
s
.y

a
h
o
o
.

co.jp
/

）
で
参
加
申
し
込
み
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
公
売
開
始
ま

で
に
滞
納
に
係
る
徴
収
金
が
完

納
さ
れ
た
場
合
は
、
公
売
を
中

止
し
ま
す
。

●
物
件　

宅
地

（
396
・
70
平
方

メ
ー
ト
ル
）　

１
件

（
荒
尾
市
野

原
）

●
参
加
申
し
込
み
期
間　

平
成
22

年
１
月
８
日(

金)

午
後
１
時
～

１
月
19
日(

火)

午
後
５
時

●
入
札
期
間　

平
成
22
年
１
月
25

日(

月)

午
後
１
時
～
２
月
１
日

(

月)

午
後
１
時

[

問]

収
納
課
整
理
係

☎
63
・
１
３
６
２


